
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

9
月
前
半
の
相
談 

 

税
金
や
労
働
保
険
、
残
業
代
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
相
談
が
あ
り
ま
し

た
。
ご
紹
介
し
ま
す
。 

 

税
務
調
査 

新
た
に
山
田
支
部
の
会
員
に
税
務
調
査
が
発
生
し
ま
し
た
。
さ
ら

に
無
申
告
に
よ
る
税
務
調
査
の
相
談
も
2
名
か
ら
入
り
ま
し
た
。
こ

れ
で
今
年
は
個
人
5
名
、
法
人
1
名
の
税
務
調
査
に
対
応
す
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。
近
年
の
特
徴
は
、
毎
年
無
申
告
に
よ
る
調
査
の

相
談
が
入
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。
無
申
告
の
場
合
の
調
査
対
象
は
5

年
で
す
。
無
申
告
加
算
税
は
今
年
か
ら
25
％
に
な
り
、
重
加
算
税
の

場
合
は
50
％
に
も
な
り
ま
す
。
無
申
告
は
調
査
に
な
る
前
に
解
決
す

れ
ば
加
算
税
も
少
な
く
な
り
ま
す
。
無
申
告
の
方
を
ご
存
知
で
あ
れ

ば
、
民
商
に
ご
紹
介
く
だ
さ
い
。 

 

事
業
税
の
問
合
せ 

府
税
事
務
所
か
ら
事
業
税
の
課
税
を
判
定
す
る
た
め
、
業
態
を
詳

し
く
質
問
す
る
文
書
が
送
付
さ
れ
て
い
ま
す
。
2
名
の
会
員
さ
ん
か

ら
相
談
が
あ
り
ま
し
た
。
確
定
申
告
で
事
業
所
得
や
不
動
産
所
得
が

290
万
円
を
超
え
る
と
事
業
税
が
課
税
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
建
設
業
で

も
一
人
親
方
の
場
合
や
、
不
動
産
所
得
で
も
一
定
の
規
模
を
超
え
な

い
場
合
は
課
税
さ
れ
ま
せ
ん
。
文
書
が
届
い
て
い
る
方
は
ご
相
談
く

だ
さ
い
。 

 

未
払
残
業
代
の
請
求 

元
従
業
員
か
ら
未
払
残
業
代
を
求
め
ら
れ
て
い
る
と
相
談
が
あ

り
ま
し
た
。
実
際
に
従
業
員
に
と
っ
て
在
職
中
に
は
残
業
代
の
支
払

い
は
求
め
に
く
く
、
退
職
後
に
請
求
さ
れ
る
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
す
。

し
か
し
ま
と
め
て
支
払
い
を
求
め
ら
れ
た
場
合
、
2
年
間
遡
及
（
さ

か
の
ぼ
っ
て
）
す
る
た
め
、
、
大
き
な
負
担
と
な
り
ま
す
。
残
業
や

休
日
・
深
夜
出
勤
な
ど
割
増
賃
金
に
対
し
て
は
十
分
注
意
し
ま
し
ょ

う
。
ま
た
割
増
賃
金
が
発
生
し
な
い
よ
う
対
策
は
行
い
ま
し
ょ
う
。 

 

労
災
保
険
の
加
入 

飲
食
店
の
会
員
さ
ん
か
ら
労
災
保
険
加
入
の
相
談
が
あ
り
ま
し

た
。
こ
れ
ま
で
民
間
の
労
災
保
険
に
入
っ
て
い
て
保
険
料
が
高
い
の

で
、
国
の
労
災
の
ほ
う
が
安
い
と
聞
い
た
そ
う
で
す
。 

民
間
の
労
災
保
険
は
あ
く
ま
で
追
加
で
従
業
員
の
事
故
を
保
障

す
る
も
の
で
す
。
国
の
労
災
保
険
が
未
加
入
の
場
合
、
罰
則
の
対
象

に
な
り
ま
す
。
労
災
保
険
の
ほ
う
が
保
険
料
も
安
く
、
治
療
費
は
全

額
保
証
さ
れ
ま
す
。
必
ず
労
災
保
険
に
も
加
入
し
ま
し
ょ
う
。 

 

家
族
従
業
員
の
労
災
事
故 

建
設
業
の
家
族
従
業
員
が
建
設
現
場
で
労
災
事
故
に
あ
っ
て
い

ま
す
。
上
か
ら
物
が
落
ち
て
き
て
手
の
甲
に
刺
さ
り
大
け
が
を
さ
れ

ま
し
た
。
現
場
作
業
が
で
き
な
い
た
め
、
休
業
補
償
を
請
求
さ
れ
ま

す
。
万
が
一
に
備
え
て
特
別
加
入
制
度
を
活
用
し
ま
し
ょ
う
。 

 

扶
養
対
象
親
族
の
確
認 

今
年
3
月
に
申
告
し
た
所
得
控
除
に
つ
い
て
吹
田
市
か
ら
扶
養

親
族
が
確
認
で
き
な
い
と
文
書
で
問
い
合
わ
せ
が
あ
っ
た
と
相
談

が
あ
り
ま
し
た
。
同
居
し
て
い
な
い
両
親
を
扶
養
と
し
て
い
た
た
め
、

住
所
を
確
認
す
る
内
容
で
し
た
。 

日
本
年
金
機
構
か
ら
扶
養
控
除
申
告
書 

年
金
を
受
給
さ
れ
て
い
る
会
員
さ
ん
か
ら
年
金
の
扶
養
控
除
申

告
書
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
記
載
欄
が
あ
る
と
相
談
が
入
っ
て
い
ま

す
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
日
本
年
金
機
構
が
対
象
と
な
る
年
金
受
給
者

に
問
い
合
わ
せ
る
義
務
は
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
に
対
し
て
年
金
受
給

者
が
答
え
る
義
務
は
法
律
で
規
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
答
え
な
い
場
合

で
も
支
障
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

労
働
基
準
法 

36
協
定
届
の
提
出 

36
協
定
は
毎
年
提
出
が
必
要
か
と
相
談
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の

36
協
定
と
は
、
労
働
基
準
法
で
従
業
員
の
労
働
時
間
は
1
日
8
時

間
週
40
時
間
と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、（
法
定
労
働
時
間
と
い
い

ま
す
。
）
こ
れ
を
超
え
て
残
業
や
休
日
出
勤
を
さ
せ
る
場
合
に
は
、

労
使
間
で
「
時
間
外
労
働
・
休
日
労
働
に
関
す
る
協
定
書
」
を
締
結

し
て
、
労
働
基
準
監
督
署
に
届
出
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

こ
の
届
出
は
毎
年
提
出
が
必
要
に
な
り
ま
す
。 

 大
阪
労
働
局
か
ら
の
お
知
ら
せ 

「大
阪
府
最
低
賃
金
」が
改
定
さ
れ
ま
す 

（平
成
２
９
年
９
月
３
０
日
発
効
） 

こ
れ
に
よ
り
、
使
用
者
は
労
働
者
に
対
し
て
、
次
の
金
額
以
上
の
賃

金
を
支
払
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

時
間
額 

909
円 

 

◎
大
阪
府
最
低
賃
金
は
、
パ
ー
ト
、
臨
時
、
派
遣
、
ア
ル
バ
イ
ト
な

ど
を
含
め
す
べ
て
の
労
働
者
に
適
用
さ
れ
ま
す
。 

◎
な
お
、
特
定
の
産
業
の
労
働
者
に
は
、
「
大
阪
府
最
低
賃
金
」
と

「
特
定
最
低
賃
金
」
の
い
ず
れ
か
金
額
の
高
い
方
が
適
用
さ
れ
ま
す
。 

◎
詳
し
く
は
、
大
阪
労
働
局
労
働
基
準
部
賃
金
課
、
ま
た
は
最
寄
り

の
労
働
基
準
監
督
署
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

◎
ま
た
、
大
阪
労
働
局
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
Ｕ
Ｒ
Ｌ
省
略
）
に
も
掲

載
し
て
お
り
ま
す
の
で
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

 

問
い
合
わ
せ
先 

大
阪
労
働
局
労
働
基
準
部
賃
金
課 

06
‐
６
９
４
９
‐
６
５
０
２ 

 

伝
言
板 

国
保
料
減
免
・
分
納
、
国
税
・
住
民
税
相
談
会 

10
月
6
日
（
金
）
昼
2
時 

市
役
所
ロ
ビ
ー 

相
談
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
事
前
に
民
商
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。 

 

映
画
「
日
本
と
再
生
」
上
映
会 

光
と
風
の
ギ
ガ
ワ
ッ
ト
作
戦 

10
月
6
日
（
金
）
昼
2
時
00
分
・
夜
6
時
30
分 

Ｍ
＆
Ｄ
ホ
ー
ル
（
大
阪
府
保
険
医
協
同
組
合
会
館
5
階
） 

入
場
料 

大
人
700
円 

大
学
生
400
円 

中
高
生 

無
料 

 

秋
の
憲
法
大
学
習
会
（
主
催
：
憲
法
大
阪
会
議
・
共
同
セ
ン
タ
ー
） 

10
月
13
日
（
金
）
夜
6
時
30
分 

た
か
つ
ガ
ー
デ
ン
8
階 

講
師 

廣
渡 

清
吾
さ
ん
（
東
京
大
学
名
誉
教
授
） 

 

「
約
束
と
希
望
と
し
て
の
日
本
国
憲
法
」 

 

‐
原
理
と
し
て
の
個
人
の
尊
厳
を
擁
護
す
る 


